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事 業 報 告 

令和６ 年４ 月１ 日から  

令和７ 年３ 月31日ま で 

 

１ ． 当社グループの現況に関する 事項 

  事業の経過及びその成果 

当連結会計年度における わが国経済は、 緩やかな回復を続け、 デフ レ に後戻り せず

成長型経済に移行でき る かど う かの分岐点にあり ま す。  

こ う し た状況の下、 高速道路事業と し て、 お客さ ま に、 よ り 安全・ 快適に首都高速

道路をご利用いただく ため、 道路施設の損傷の早期発見のための点検の推進、 発見し

た損傷の補修、 自然災害への対応、 走行環境の改善等に取り 組んでま いり ま し た。  

当社の利用交通量は、 前期比2. 3％増の104. 5万台/日と なっており ま す。  

ま た、 高速道路事業以外の事業と し て、 ５ 箇所の都市計画駐車場等の駐車場事業、

首都高速道路上の20箇所のパーキングエリ アの運営及び管理等を展開し てま いり ま し

た。  

当連結会計年度の営業収益は391, 234百万円（ 前期比15. 0％増）、 営業利益は2, 224百

万円（ 前期比49. 2％減）、 親会社株主に帰属する 当期純利益は1, 340百万円（ 前期比

56. 5％減） と なり ま し た。 事業の部門別の業績の概要については、 次のと おり です。  

 

[ 高速道路事業]  

当社グループは、 首都高速道路のネッ ト ワ ーク 整備の推進と 営業路線の清掃・ 点検

等の適正な管理を24時間365日体制で実施し ており 、 営業路線延長は327. 2kmと なって

おり ま す。  

料金所周辺での渋滞緩和やお客さ ま のキャ ッ シュ レ ス 化によ る 利便性の向上等を図

る ため、 従来から Ｅ Ｔ Ｃ の普及に努めている と こ ろです。 ま た、 近年のＥ Ｔ Ｃ 利用率

拡大等の社会情勢の変化を踏ま え、 35箇所の料金所について、 Ｅ Ｔ Ｃ 専用入口と し て

運用し ており ま す。 Ｅ Ｔ Ｃ の利用率は、 令和７ 年３ 月平均が98. 4％と なり 、 前年同月

比0. 1ポイ ント 増と なっており ま す。  

ま た、 お客さ ま サービス の一層の向上のため、 ド ラ イ バー向けの情報に特化し たカ

ス タ マーサイ ト 、 お客さ ま センタ ー、 グリ ーンポス ト 及びお客さ ま 満足度調査等を通

じ て得ら れた改善に向けたお客さ ま の要望や意見の反映等を実施し てま いり ま し た。  

こ のよ う な状況の中で、 営業収益のう ち、 料金収入は、 景気の緩やかな回復に伴い

利用交通量が増加し 、 276, 048百万円（ 前期比0. 9％増） と なり ま し た。  

高速道路の新設・ 改築については、 新大宮上尾道路等２ 路線10. 4kmの整備を行って

ま いり ま し た。  

ま た、 構造物の耐久性を向上さ せる ため、 床版の補強等を継続し て行う と と も に、

舗装の打ち替え等営業中路線において必要と なる 構造物等の修繕に加え、 長期にわた

り ネッ ト ワ ーク と し ての機能を維持し 構造物の安全性を確保する ための特定更新等工

事（ 橋、 ト ンネルその他の高速道路を構成する 施設又は工作物で、 損傷、 腐食その他

資料１－１
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の劣化によ り 高速道路の構造に支障を及ぼすおそれが大き いも のと し て独立行政法人

日本高速道路保有・ 債務返済機構に関する 省令（ 平成17年国土交通省令第64号） 第20

条の２ で定める も のに係る 当該施設若し く は工作物の更新に係る 工事又はこ れと 同等

の効果を有する と 認めら れる 工事をいいま す。） を行ってま いり ま し た。  

当連結会計年度の営業収益のう ち、 独立行政法人日本高速道路保有・ 債務返済機構

（ 以下「 機構」 と いいま す。） への資産引渡し に伴う 道路資産完成高は、 前期比83. 8％

増の98, 525百万円と なり ま し た。  

以上の結果、 当連結会計年度の営業収益は374, 663百万円（ 同14. 5％増） と なり ま し

た。  

 

[ 駐車場事業]  

都市計画駐車場及び高架下等駐車場において、 時間貸し 、 定期及び月極の営業を行

ってま いり ま し た。  

当連結会計年度の営業収益は3, 551百万円（ 同6. 1％増） と なり ま し た。  

 

[ 受託事業]  

国、 地方公共団体等の委託に基づく 道路の新設、 改築、 維持、 修繕等を実施し てま

いり ま し た。  

当連結会計年度の営業収益は 7, 998 百万円（ 同 73. 8％増） と なり ま し た。  

 

[ その他の事業]  

休憩所等事業と し て、 首都高速道路上の20箇所のパーキングエリ アにおいて、 お客

さ ま が気軽に立ち寄れる 都市型パーキングエリ アの実現を目指し 、 よ り 利用し やすい

施設の運営を実施し てま いり ま し た。  

ま た、 高速２ 号目黒線高架下賃貸施設及びト ラ ンク ルーム、 社宅跡地等を活用し た

賃貸住宅の運営及び管理並びに当社グループが長年培ってき た技術力を活かし たコ ン

サルティ ング事業等を行ってま いり ま し た。  

当連結会計年度の営業収益は6, 013百万円（ 同1. 2％増） と なり ま し た。  
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  資金調達の状況 

当連結会計年度の高速道路の新設、改築等に要する 資金の一部に充当する ため、次の

と おり 借入金の借入れ及び社債の発行を行いま し た。  

①無利子調達 

借入先 借入月 借入額 

機構 
( 独立行政法人日本高速道路保有･債務返
済機構法第12条第１ 項第４ 号に基づく 無
利子借入)  

 

令和６ 年 10 月 

 

０ 億円 

 （ 注１ ）  

注１： １ 億円に満たないため０ 億円と 表記し ており ま すが、借入額は16百万円です。 

 

②有利子調達 

種 別 
発行月 

( 借入月)  
発行額 

( 借入額)  

金融機関から の長期借入金（ ５ 年）  令和６ 年９ 月 120億円 

第32回首都高速道路株式会社社債（ ５ 年公
募債）  

令和６ 年10月 300億円 

金融機関から の長期借入金（ ５ 年）  令和６ 年12月 150億円 

第33回首都高速道路株式会社社債（ ５ 年公

募債）  
令和７ 年２ 月 350億円 

金融機関から の長期借入金（ ５ 年）  令和７ 年３ 月 100億円 

金融機関から の長期借入金（ ５ 年）  令和７ 年３ 月 30億円 

 

  設備投資等の状況 

当連結会計年度における 設備投資総額は7, 295百万円であり 、 主な設備投資等は、 次

のと おり です。  

① 当連結会計年度中に完成し た主要設備 

・ 高速道路事業： 料金徴収施設の更新 

・ 駐車場事業： 都市計画駐車場施設の更新 

・ その他の事業： 休憩所等施設の更新 

 

② 当連結会計年度において継続中の主要設備の新設･拡充 

・ 高速道路事業： Ｅ Ｔ Ｃ 設備の更新 

 

③ 当連結会計年度に実施し た重要な固定資産の売却、 撤去又は災害等によ る 滅失 

該当事項はあり ま せん。  
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  事業の譲渡、 吸収分割又は新設分割の状況 

該当事項はあり ま せん。  

 

  他の会社の事業の譲受けの状況 

該当事項はあり ま せん。  

 

  吸収合併又は吸収分割によ る 他の法人等の事業に関する 権利義務の承継の状況 

該当事項はあり ま せん。  

 

  他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況 

駐車場事業等に係る 連結子会社を次表のと おり 設立し ており ま す。  

名称 主な業務 出資比率（ ％）  設立日 

首都高フ ァ シリ ティ マネジ

メ ント ㈱（ 注２ ）  

駐車場事業 100. 0 

（ 100. 0）  

令和7年1月23日 

首都高リ テイ ル㈱（ 注２ ）  その他の事業 100. 0 

（ 100. 0）  

令和7年1月23日 

 

タ イ を 拠点にコ ン サルティ ン グ事業等を行う 会社を 次表のと おり 設立し ており ま す。 

名称 主な業務 出資比率（ ％）  設立日 

Shut okoI nt ernat i onal  

( Thai l and) Company Li mi t ed 

その他の事業 49. 0 令和6年6月13日 

 

注１ ： 出資比率の（  ） 内は、 間接所有割合で内数と なっており ま す。  

注２ ： 当社の連結子会社である 首都高速道路サービ ス ㈱の全額出資によ り 設立し てお

り ま す。  

 

  財産及び損益の状況の推移 

① 当社グループの財産及び損益の状況の推移 

区 分 
第 １ ７ 期 

令和３ 年度 

第 １ ８ 期 

令和４ 年度 

第 １ ９ 期 

令和５ 年度 

第 ２ ０ 期 

令 和 ６ 年 度 
当連結会計年度 

営業収益( 百万円)  385, 265 350, 672 340, 266 391, 234 

親会社株主に帰属する 当期純利益

又は親会社株主に帰属する 当期純

損失（ △） ( 百万円)  

4, 504 △467 3, 084 1, 340 

１ 株当た り 当期純利益金額又は１

株当たり 当期純損失金額（ △） ( 円)  

166. 85 △17. 31 114. 22 49. 63 

純資産額( 百万円)  65, 678 67, 424 72, 356 80, 182 

総資産額( 百万円)  383, 782 371, 012 473, 343 415, 174 
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②当社の財産及び損益の状況の推移 

区 分 
第 １ ７ 期 

令和３ 年度 

第 １ ８ 期 

令和４ 年度 

第 １ ９ 期 

令和５ 年度 

第 ２ ０ 期 

令和６ 年度 

当事業年度 

営業収益( 百万円)  380, 496 344, 903 334, 178 385, 088 

当期純利益又は当期純損失（ △）

( 百万円)  

3, 499 △2, 226 1, 748 31 

１ 株当たり 当期純利益金額又は

１ 株当たり 当期純損失金額（ △）

( 円)  

129. 59 △82. 47 64. 75 1. 17 

純資産額( 百万円)  52, 070 49, 843 51, 591 51, 623 

総資産額( 百万円)  362, 317 346, 127 446, 194 385, 126 

 

  対処すべき 課題 

当社グループは、「 中期経営計画2024－2026」 に基づき 、 ①サス テナビリ ティ の推

進、 ②新事業創造への挑戦、 ③生産性の向上、 ④グループ総合力の強化の４ つの基本

指針を踏ま え、 以下の事項に取り 組んでま いり ま す。  

 

［ 高速道路事業］  

お客さ ま に、 よ り 安全・ 安心に首都高速道路をご利用いただける よ う 、 新技術を活用

し 、 効率的かつ着実に維持管理を実施する と と も に、 計画的な施設更新を推進し 、 新た

な交通管制中央装置の構築など 情報シス テムの信頼性向上に取り 組みま す。 ま た、 令和

6 年度に着手し た日本橋区間地下化事業の本体工事や羽田ト ンネル、 荒川湾岸橋の各種

手続き の実施など 新たな更新事業を着実に推進し ま す。 加えて、 新技術を活用し 、 首都

直下地震、 気象災害への対応を推進し 、 ト ンネル火災等特異事象への対応、 工事事故削

減対策など 危機管理の高度化に取り 組みま す。  

お客さ ま に、 よ り 快適に首都高速道路をご利用いただける よ う 、 日本橋区間地下化事

業に伴う 新たな都心環状ルート （ 新京橋連結路） 整備事業を進める と と も に、 新大宮上

尾道路事業の推進など 、 ネッ ト ワ ーク の更なる 強化を進めま す。 ま た、 将来交通量を踏

ま えた機能強化が必要な個所の選定など渋滞緩和に取り 組み、安全性向上施策や歩行者

等立入対策などの交通安全対策を推進し ま す。 加えて、 交通情報データ を活用し た交通

マネジメ ント に取り 組むと と も に、 Ｅ Ｔ Ｃ 専用化の本格化整備工事の着実な実施、 Ｅ Ｔ

Ｃ 専用入口の拡大に伴う 各種課題への適切な対応に取り 組みま す。 更に、 お客さ ま ニー

ズの多様化に対応し た情報提供の強化に取り 組むと と も に、Ｄ Ｘ ツールの活用などお客

さ ま センタ ーの高度化に取り 組みま す。 そし て、 次世代の都市高速道路への進化を目指

し 、 自動運転への対応と し て求めら れる 通信基盤のあり 方について検討を進めま す。  

技術開発・ Ｄ Ｘ の推進と し て、 コ ス ト 縮減に資する 省力化技術やＣ Ｏ ２ 削減技術の開

発・ 導入を推進する と と も に、 災害への迅速な対応を支援する 技術の開発に取り 組みま

す。 ま た、 次世代 i ₋ DREAMSⓇの開発、 多様なモビリ ティ サービ ス に向けた技術の開発な

ど の取り 組みを進める と と も に、 Ｄ Ｘ 人材の育成のほか、 Ｄ Ｘ 関連の取り 組みを社内外

に発信する 基盤の構築など を推進し ま す。  
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［ 高速道路事業以外の事業］  

成長分野への挑戦と し て、湾岸地区等における 先端的物流施設の整備に向けた検討な

ど 、 地域の課題に応える 新たな事業の創出に取り 組むほか、 首都高のリ ソ ース を活用し

た新たな事業や海外での新たな事業に挑戦する と と も に、 新事業創造の風土醸成・ 仕組

みづく り を進めてま いり ま す。 ま た、 駐車場事業等の既存事業を強化・ 拡充する と と も

に、国内外でイ ンフ ラ 事業者が抱える 課題解決をサポート する 社会イ ンフ ラ サポート 事

業を拡大・ 展開し ま す。  

 

［ サス テナビ リ ティ に関する 取組み］  

当社グループのサス テナビ リ ティ に関する 考え方及び取組みは、次のと おり であり ま

す。  

   なお、 本項において、 将来に関する 事項は、 別段の表示が無い限り 、 当連結会計事業

年度末現在において判断し たも のであり ま す。  

 

①ガバナンス 及びリ ス ク 管理 

（ ガバナンス ）  

当社は、 経営の意思決定、 業務執行及び監督さ ら にはグループの統制、 情報開示等

について適正な体制を整備し 、経営の健全性、効率性及び透明性の確保に努めており 、

サス テナビ リ ティ 関連を含む重要事項について、 取締役会にて審議及び決議する と と

も に、 その他必要に応じ て取締役会及び経営会議に報告し ていま す。 ま た、 サス テナ

ビ リ ティ の推進について、 サス テナビ リ ティ 推進会議を新たに立ち上げ、 推進体制を

構築し ていま す。  

 

（ リ ス ク 管理）  

当社は、 気候変動・ 自然災害に関連する リ ス ク 、 社会経済に関連する リ ス ク 、 その

他の事業執行に関連する リ ス ク 等、サス テナビ リ ティ に関連する 課題を含むリ ス ク 全

般について、 頻度や重要度を勘案し 、 毎年度、 経営上重要なリ ス ク やリ ス ク 管理方針

を経営会議の審議を経て定め、 取締役会に報告する と と も に、 具現化し たリ ス ク につ

いては、 必要に応じ 取締役会及び経営会議に報告する など、 対応状況を確認し 、 リ ス

ク 管理を徹底し ていま す。  

 

②戦略並びに指標及び目標 

（ 戦略）  

 気候変動が地球の存続に対する ト ッ プリ ス ク である こ と を再認識し 、首都高グルー

プ一丸と なって、 道路イ ンフ ラ を最大限に有効活用する と と も に、 省エネルギーの徹

底、 再生可能エネルギーの最大限導入、 新技術開発の積極的な推進によ って、 2050 年

カーボンニュ ート ラ ルを目指すこ と を 宣言し 、「 首都高カーボンニュ ート ラ ル戦略」

を策定し ていま す。  
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本戦略では、 ネッ ト ワ ーク 機能強化への新たなアプロ ーチ、 社会イ ンフ ラ 企業と し

ての自助努力、 グリ ーン社会と の共創（ 産業界と のコ ラ ボ） と いう ３ つの基本方針を

定め、こ の基本方針に基づく 12 のプロ ジェ ク ト に取り 組んでいく こ と と し ていま す。 

 

（ 指標及び目標）  

 2050 年カーボンニュ ート ラ ルの将来の姿を見据えながら 、 ま ずは、 2030 年度に自

動車交通から のＣ Ｏ ２ 排出量約３ 割削減（ 2019 年度比） 及び事業活動に伴う Ｃ Ｏ ２ 排

出量約５ 割削減（ 2019 年度比） を目標に取り 組んでいき ま す。  

 

③人的資本に関する 戦略並びに指標及び目標 

（ 戦略）  

ア 人材育成方針 

・ 人的資本経営の推進 

急激な環境変化や将来の諸課題に対応する ための多様な人材の確保・ 育成、

社員の多様性を 活かし た機動的な人員配置及び戦略的なジョ ブロ ーテーショ

ンの実施、 Ｏ Ｊ Ｔ 、 Ｏ Ｆ Ｆ －Ｊ Ｔ 、 自己啓発を基本と し つつ、 新たな技術や課

題に対応する ためのリ ス キリ ングや学び直し を取り 入れた人材育成、 社員個人

に着目し た今後のキャ リ ア形成につながる 育成支援の充実、 ダイ バーシティ ・

エク イ ティ ＆イ ンク ルージョ ンの推進、 子育てや介護等社員のラ イ フス テージ

に応じ た柔軟な働き 方の推進を通じ て、 人的資本経営の推進を図り ま す。  

・ 技術力、 ノ ウ ハウ の伝承 

首都高を管理する 技術力や知識・ 経験の伝承を確実なも のにする ための社内

活動の推進（ エキス パート 制度等） を通じ て、 技術力、 ノ ウ ハウ の伝承を図り

ま す。  

３ つの基本方針 リ ーディ ングプロ ジェ ク ト  

１ . ネッ ト ワ ーク 機能強化へ

の新たなアプロ ーチ 

① 既存のネッ ト ワ ーク を 賢く 使う 交通マネジメ ン ト

の推進 

② ネッ ト ワ ーク の充実 

２ . 社会イ ン フ ラ 企業と し て

の自助努力 

③ 建設時・ 維持管理の環境負荷低減 

④ 道路照明等事業活動の最大限の省エネルギー化 

⑤ 業務用車両への次世代自動車導入実施 

⑥ 企業活動における Ｃ Ｏ ２ ・ 廃棄物の削減 

⑦ 業務効率化のためのＤ Ｘ の戦略的導入 

３ . グ リ ーン 社会と の 共創

（ 産業界と のコ ラ ボ）  

⑧ 新技術開発の推進 

⑨ 環境配慮型Ｐ Ａ の整備 

⑩ Ｃ Ｏ ２ 吸収への取組み 

⑪ 次世代自動車普及のための環境整備 

⑫ 沿道環境の改善 
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・ グロ ーバル人材の育成 

海外技術コ ン サルティ ング 事業や国際貢献事業への参画と 海外留学経験に

よ る  グロ ーバル人材の育成、 国際会議等への参加の推進によ る グロ ーバルマ

イ ンド の醸成を通じ て、 グロ ーバル人材の育成を図り ま す。  

イ  社内環境整備方針 

・ 働き 方改革の深化・ 社員のエンゲージメ ント が向上する 施策の推進 

更なる 相互理解の促進等によ る 肯定感、 連帯感があり 、 成長実感が得ら れる

職場づく り 、 子育てや介護等と の両立も 見据えた多様な勤務体系の構築、 執務

環境の改善、 業務の棚卸等によ る 業務改善の推進、 Ｄ Ｘ や生成Ａ Ｉ 等の更なる

活用によ る 業務の効率化、 人事評価制度の適切な運用、 役割と 活躍に応じ た処

遇の実施、 個人の特性に応じ た多様なキャ リ アパス の実現、 健康増進メ ニュ ー

等各種福利厚生施策の推進を通じ て、 働き 方改革の深化・ 社員のエンゲージメ

ント が向上する 施策の推進を図り ま す。  

 

（ 指標及び目標）  

多様な人材が長期にわたり 活き 活き と 働ける 環境の提供を目指し ており 、以下の指

標及び目標を設定し ており ま す。  

 

指標 目標 実績 

管理職に占める 女性比率 ３ ％以上 3. 1％ 

（ 令和７ 年３ 月31日時点）  

新規採用における 女性採用

比率 

毎年40％程度 26％ 

（ 令和６ 年度）  

女性の育児休業取得率（ 注

２ ）  

100％を維持 100％ 

（ 令和６ 年度）  

男性の育児休業又は育児目

的休暇取得率（ 注３ ）  

100％ 105% 

（ 令和６ 年度）  

新卒採用から 10年度（ 前後

３ 年平均） の定着率（ 注

４ ）  

男性 85％ 

女性 75％ 

男性 82％ 

女性 89％ 

（ 令和７ 年３ 月31日時点）  

注１ ： 上記の指標及び目標は、 当社に係る も のであり ま す。  

注２ ： 公表前事業年度に育児休業をし た女性労働者数を公表前事業年度に出産し た

女性労働者数で除し て得た割合を示し ていま す。  

注３ ： 公表前事業年度に育児休業又は育児目的休暇を取得し た男性労働者数を公表

前事業年度に配偶者が出産し た男性労働者数で除し て得た割合を 示し ていま

す。  

注４ ： 新卒採用から 10年度（ 前後３ 年平均） の定着率は、 平成26年度から 平成28年

度ま でにおける 新卒採用者のう ち、令和７ 年３ 月31日時点において当社に在籍

し ている 者の割合を示し ていま す。  
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  主要な事業内容( 令和７ 年３ 月31日現在)  

当社は、 高速道路事業、 駐車場事業、 受託事業及びその他の事業の４ 部門に関係する

事業を行っており ま す。  

それぞれの事業の内容は次のと おり です。  

事業名 事業の内容 

高速道路事業 
高速道路の新設、 改築、 維持、 修繕、 災害復旧その
他の管理等 

駐車場事業 駐車場等の運営及び管理 

受託事業 
国、地方公共団体等の委託に基づく 道路の新設、改
築、 維持及び修繕等 

その他の事業 
休憩施設、 高速道路の高架下賃貸施設等の運営及
び管理並びに技術コ ンサルティ ング事業等 

 

  主要な事業所( 令和７ 年３ 月31日現在)  

本社 東京都千代田区 

東京西局 東京都千代田区 

東京東局 東京都中央区 

神奈川局 神奈川県横浜市西区 

更新・ 建設局 東京都千代田区 

 

  従業員の状況( 令和７ 年３ 月31日現在)  

   ①当社グループの従業員の状況 

事業部門の名称 従業員数( 名)  対前期比増減 

高速道路 事業 
4, 238 [ 301]  ２ 名増[ ９ 名増]  

受託事業 

駐車 場事業 
120 [ 42]  ２ 名減 

[ ９ 名減]  
その他の事業 

全社（ 共通）  157 [ -]  １ 名増 
[ -]  

計 4, 515 [ 343]  １ 名増[ -]  

注１ ： 臨時従業員数は、 [  ] 内に年間平均人員を外数で記載し ており ま す。  
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②当社の従業員の状況 

従業員数( 名)  前期末比増減( 名)  平均年齢( 歳)  平均勤続年数( 年)  

1, 142 11 名増 43. 9 18. 1 

注１ ： 従業員数は就業員数であり 、 当社から 社外への出向者を除き 、 社外から 当社

への出向者を含みま す。  

注２ ： 平均勤続年数は、 首都高速道路公団における 勤続年数を含んでおり ま す。  

 

  重要な親会社及び子会社の状況 

①親会社と の関係 

該当事項はあり ま せん。  
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②子会社の状況 

名称 
資本金 

( 百万円)  
出資比率 

( %)  
主要な事業内容 

首都高ト ールサービ ス 西東京㈱ 90 58. 0 
高速道路事業( 料金収
受業務)  

首都高ト ールサービ ス 東東京㈱ 90 100. 0 
高速道路事業( 料金収
受業務)  

首都高ト ールサービ ス 神奈川㈱ 90 71. 0 
高速道路事業( 料金収
受業務)  

首都高パト ロ ール㈱ 5 0 100. 0 
高速道路事業( 交通管
理業務)  

首都高カー・ サポート ㈱ 20 
100. 0 

( 100. 0)  
高速道路事業( 交通管
理業務)  

首都高技術㈱ 90 100. 0 
高速道路事業( 維持修
繕業務( 構造物点検) )  

首都高メ ンテナンス 西東京㈱ 90 100. 0 
高速道路事業( 維持修
繕業務( 土木) )  

首都高メ ンテナンス 東東京㈱ 90 100. 0 
高速道路事業( 維持修
繕業務( 土木) )  

首都高メ ンテナンス 神奈川㈱ 90 100. 0 
高速道路事業( 維持修
繕業務( 土木) )  

首都高電気メ ンテナンス ㈱ 90 100. 0 
高速道路事業( 維持修
繕業務( 電気) )  

首都高Ｅ Ｔ Ｃ メ ンテナンス ㈱ 90 100. 0 
高速道路事業( 維持修
繕業務( Ｅ Ｔ Ｃ ) )  

首都高機械メ ンテナンス ㈱ 90 100. 0 
高速道路事業( 維持修
繕業務( 機械) )  

首都高アソ シエイ ト ㈱ 90 100. 0 
高速道路事業( 用地管
理等業務)  

首都高速道路サービ ス ㈱ 90 100. 0 
駐車場事業、 その他の
事業 

首都高フ ァ シリ ティ マネジメ ント
㈱ 

50 
100. 0 

( 100. 0)  
駐車場事業、 その他の
事業 

首都高リ テイ ル㈱ 50 
100. 0 

( 100. 0)  
その他の事業 

首都高デジタ ル&デザイ ン㈱ 40 
33. 5 

( 33. 5)  
[ 20. 3]  

その他の事業 

首都高保険サポート ㈱ 10 
100. 0 

( 100. 0)  
その他の事業 

首都高パート ナーズ㈱ 10 
100. 0 

( 100. 0)  
その他の事業 

注１ ： 出資比率の（  ） 内は、 間接所有割合で内数、［  ］ 内は、 緊密な者又は同

意し ている 者の所有割合で外数と なっており ま す。  
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  主要な借入先及び借入額( 令和７ 年３ 月31日現在)  

借入先 借入残高( 億円)  

農林中央金庫 128 

㈱三井住友銀行 95 

㈱みずほ銀行 79 

㈱り そな銀行 77 

機構 72 

 

  剰余金の配当等を 取締役会が決定する 旨の定款の定めがある と き の権限の行使に関

する 方針 

該当事項はあり ま せん。  

 

  その他会社の現況に関する 重要な事項 

該当事項はあり ま せん。  

 

２ ． 株式に関する 事項( 令和７ 年３ 月31日現在)   

  発行可能株式総数   ：  108, 000, 000株 

  発行済株式の総数   ：   27, 000, 000株 

  当事業年度末の株主数 ：  ７ 名 

  株主 

氏名又は名称 
持株数 
( 株)  

発行済株式（ 自己
株式を除く 。） の総
数に対する 持株数
の割合( %)  

財務大臣  13 , 499,  997 49. 99 

東京都 7, 215 , 618 26. 72 

神奈川県 2, 236 , 443 8. 28 

埼玉県 1,  593, 702 5. 9 0 

横浜市 1, 203, 12 1 4 . 45 

川崎市 1, 033,  322 3. 82 

千葉県 217, 797 0. 80 

計 27 , 000,  000 100. 00 

 

３ ． 新株予約権等に関する 事項 

該当事項はあり ま せん。  
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４ ． 会社役員に関する 事項 

  取締役及び監査役に関する 事項 

地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況等 

取締役会長 根 岸
ね ぎ し

 修 史
な おふ み

  

代表取締役社長 寺 山
て ら や ま

 徹
と おる

 最高経営責任者兼最高執行責任者 

代表取締役 土 井
ど い

 弘
ひ ろ

次
つ ぐ

  

代表取締役 中 島
な か じ ま

 高 志
た か し

  

取締役 江 戸
え ど

 耕
こ う

介
す け

  

取締役 佐 藤
さ と う

 守
も り

孝
た か

  

監査役（ 常勤）  山 口
やま ぐ ち

 寛
ひ ろ

峰
た か

  

監査役（ 非常勤）  青 井
あ お い

 康
や す

文
ふ み

  

監査役（ 非常勤）  濵 名
は ま な

 節
せ つ

  

監査 役（ 非常勤）  田 中
た な か

 里 沙
り さ

  

注１ ： 取締役根岸修史氏は、 会社法（ 平成17年法律第86号） 第２ 条第15号に定める 社外

取締役です。  

注２ ： 監査役は全員、 会社法第２ 条第16号に定める 社外監査役です。  

注３ ： 代表取締役社長前田信弘氏及び代表取締役藤井健氏並びに監査役森末治氏は、令

和６ 年６ 月26日退任いたし ま し た。  

注４ ： 監査役濵名節氏は、 東急株式会社の財務部門において長年の経験を 有し ており 、

財務及び会計に関する 相当程度の知見を有し ており ま す。  

 

  社外役員に関する 事項 

 根岸修史 山口寛峰 青井康文 濵名節 田中里沙 

① 当事業年度におけ

る 主な活動状況 
別記１  別記１  別記１  別記１  別記１  

② 社外役員の報酬等

の総額 
別記２  別記２  別記２  別記２  別記２  

別記１ ： 社外取締役根岸修史氏については、当事業年度開催の取締役会すべてに出席

し 、 ま た、 定期的に実施し ている 業務報告の場等において、 長年にわたる 会

社経営等での豊富な経験と 見識を活かし 、業務執行者から 独立し た客観的な
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立場で会社経営の監督を 行う 等の当社が社外取締役と し て期待する 役割を

果たすため、 必要な発言を適宜行っており ま す。  

令和６ 年６ 月26日に選任さ れた社外監査役山口寛峰氏については、当事業年

度のう ち在任期間中開催の取締役会及び監査役会すべてに出席し 、必要な発

言を適宜行っており ま す。  

社外監査役青井康文氏については、当事業年度開催の取締役会及び監査役会

すべてに出席し 、 必要な発言を適宜行っており ま す。  

社外監査役濵名節氏については、当事業年度開催の取締役会11回のう ち９ 回、

監査役会13回のう ち12回に出席し 、 必要な発言を適宜行っており ま す。  

社外監査役田中里沙氏については、 当事業年度開催の取締役会すべて、 監査

役会13回のう ち11回に出席し 、 必要な発言を適宜行っており ま す。  

 

別記２ ： 社外役員の報酬等の総額については、 ｢４ ． 会社役員に関する 事項   取締

役及び監査役に対する 報酬等の額｣に記載のと おり です。  

 

  取締役及び監査役に対する 報酬等の総額等 

区分 支給人数 
報酬等の種類別の額 

計 
基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等 

取締役 ８ 名 104 百万円 - - 104 百万円 

監査役 ５ 名 30 百万円 - - 30 百万円 

計 13 名 135 百万円 - - 135 百万円 

注１ ： 平成17年９ 月21日開催の創立総会決議によ る 取締役の報酬総額は年額２ 億円以

内、 監査役の報酬総額は年額7, 000万円以内です。  

なお、 当社取締役の員数は10名以内、 監査役の員数は４ 名以内と 定款に定めて

おり ま す。  

注２ ： 上記には、 令和６ 年６ 月26日開催の第19回定時株主総会終結の時をも って退任

し た取締役２ 名及び監査役１ 名に対する 報酬を含んでおり ま す。 なお、 令和７

年３ 月31日現在の支給人数は取締役６ 名、 監査役４ 名です。  

注３ ： 上記のほか、 令和６ 年６ 月26日開催の第19回定時株主総会決議に基づき 、 退任

取締役に対し 、業績連動報酬等と 非金銭報酬等以外の報酬等である 退職慰労金

を次のと おり 支給し ており ま す。  

退任取締役２ 名 13百万円 

 

   責任限定契約に関する 事項 

当社は、 会社法第427条第１ 項の規定によ り 、 取締役（ 業務執行取締役等である も の

を除く 。） 及び監査役と の間に、 同法第423条第１ 項に規定する 取締役及び監査役の損

害賠償責任を、 同法第425条第１ 項に規定する 最低責任限度額を限度額と し て限定す

る 契約を締結する こ と ができ る 旨を定款に定めており 、社外取締役根岸修史氏及び監

査役全員それぞれと の間で責任限定契約を締結し ており ま す。その契約内容の概要は
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次のと おり であり ま す。  

・ 当該取締役又は監査役が任務を 怠っ たこ と によ っ て当社に損害賠償責任を 負う 場

合は会社法第425条第１ 項に定める 最低責任限度額を限度と し て、その責任を負う 。 

・ 上記責任が認めら れる のは、 当該取締役又は監査役がその原因と なった職務の遂行

について善意でかつ重大な過失がないと き に限る も のと する 。  

   

⑸ その他会社役員に関する 重要な事項 

該当事項はあり ま せん。  

 

５ ． 会計監査人の状況 

  会計監査人の名称 

Ｅ Ｙ 新日本有限責任監査法人 

 

  当該事業年度中に辞任し た又は解任さ れた会計監査人に関する 事項 

該当事項はあり ま せん。  

 

  現在の業務停止処分に関する 事項 

該当事項はあり ま せん。  

 

  過去２ 年間の業務停止処分に関する 事項のう ち、会社が事業報告の内容と すべき と 判

断し た事項 

該当事項はあり ま せん。  

 

  責任限定契約に関する 事項 

該当事項はあり ま せん。  

 

   補償契約に関する 事項 

   該当事項はあり ま せん。  

 

  報酬等の額 

区分 報酬等の額 

報酬等の額 64 百万円 

当社及び子会社が支払う べき 金銭その他の財産上の利益の合計額 71 百万円 

   注１ ： 当社と 会計監査人と の間の監査契約において、会社法に基づく 監査と 金融商品

取引法に基づく 監査の監査報酬等の額を明確に区分し ておら ず、 実質的にも 区

分でき ま せんので、 当事業年度に係る 報酬等の額にはこ れら の合計額を記載し

ており ま す。  

注２ ： 監査役会は、社内関係部署及び会計監査人から 必要な資料を入手し 報告を受け、
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会計監査人の監査計画の内容、 職務遂行状況及び報酬見積り の相当性等につい

て必要な検討を行い、その内容は適正である と 判断し たため、会計監査人の報酬

等の額について同意いたし ま し た。  

注３ ： 当社は、 会計監査人に対し て、 公認会計士法第２ 条第１ 項の業務以外の業務で

ある 、 普通社債発行に係る コ ン フ ォ ート レ タ ー作成業務についての対価を支払

っており ま す。  

 

  解任又は不再任の決定の方針 

監査役会は、 会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める 項目のいずれかに該当

する と 判断し た場合、 監査役全員の同意に基づき 、 会計監査人を解任し ま す。  

ま た、 上記の場合のほか、 監査役会は、 会計監査人の適格性、 独立性、 信頼性及び

職務執行状況等を総合的に勘案し 、 必要がある と 判断し た場合は、 株主総会に提出す

る 会計監査人の解任又は不再任に関する 議案の内容を決定し ま す。  
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６ ． 業務の適正を確保する ための体制等の整備に関する 事項 

  決議の内容の概要 

  当社は、 平成18年５ 月18日開催の取締役会において、 当社の業務の適正を確保する た

めの体制整備の基本方針を決議いたし ま し た。（ 最終改正： 平成27年５ 月21日）

 

 
首都高速道路株式会社の業務の適正を確保する ための体制整備の基本方針 

 
当社は、 基本理念と し て｢首都圏のひと ･ま ち･く ら し を安全・ 円滑な首都高速道路ネッ ト ワ ー

ク で結び、 豊かで快適な社会の創造に貢献｣する こ と を掲げている 。  
本基本方針は、 ｢基本理念｣を実現する ために必要と なる 、 ｢会社の業務の適正を 確保する ため

の体制整備｣を目的と する 。  
 
１ ． 当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合する こ と を確保する ための体制 

取締役会を 原則と し て月１ 回開催し 、 重要事項の決議を行う ほか、 四半期毎に職務執行状
況の報告を行う こ と 等を通じ て、取締役の職務を相互に監督し 、取締役の職務執行の適法性を
確保する よ う 努める 。監査役は、取締役会に出席する こ と 等によ り 、取締役の職務執行の適法
性を確保する ための牽制機能を発揮する 。  

ま た、 代表取締役社長を委員長、 取締役を委員、 監査役及び従業員代表（ 労働組合委員長）
を社内特別委員、 社外有識者を社外特別委員と し て構成する ｢コ ンプラ イ アンス 委員会｣を設
置し 、 コ ンプラ イ アンス に関する 基本方針の決定、 体制の整備、 施策の実施を推進する 。  

｢コ ンプラ イ アンス 委員会｣の審議を 経て取締役会が定めた｢企業倫理憲章｣及び｢社員行動
倫理規範｣に基づき 、 取締役は法令、 定款及び社会規範を遵守し た行動をと る こ と と し 、 法令
遵守をあら ゆる 企業活動の前提と する こ と を徹底する 。  

 
２ ． 当社の取締役の職務の執行に係る 情報の保存及び管理に関する 事項 

｢文書取扱準則｣に従い、 取締役の職務の執行に係る 情報を文書又は電磁的媒体に記録し 、
保存する 。取締役及び監査役は、同準則によ り 、 常時、こ れら の文書等を 閲覧でき る も のと す
る 。  

 
３ ． 当社の損失の危険の管理に関する 規程その他の体制 

事業の遂行、Ｅ Ｔ Ｃ 等各種シス テムの運営、 事務執行等に係る リ ス ク については、担当部門
において、 洗い出し を行う と と も に、 それぞれのリ ス ク の管理のため、 社内規則の制定、 マニ
ュ アルの作成・ 周知、 研修の実施等の必要な措置を講じ る 。  

リ ス ク 管理のために必要な事項、リ ス ク が具現化し た場合の対応等は、｢リ ス ク 管理規則｣に
よ り 定める 。  

特に、 災害、 事故等の緊急時の即応体制については、 日頃から 全社員に徹底し 、 随時、 訓練
を実施する 。  

ま た、 入札及び契約に関し ては、 社内のチェ ッ ク に加え、 外部の有識者で構成する ｢入札監
視委員会｣の審査を 受け、 その適正化を推進する 。  

組織横断的なリ ス ク への対応については、 経営企画部門が総合調整する も のと する 。  
取締役会及び｢経営会議｣（ 社長、執行役員及び常勤監査役をも って構成する 会議。原則と し

て週１ 回開催。） は、 こ れら の実施状況を 監督し 、 リ ス ク 管理を徹底する 。  
新たに生じ たリ ス ク については、 社長が速やかに対応責任者と なる 取締役及び対応部門を

定め、 取締役会に報告する 。  
 

４ ． 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われる こ と を確保する ための体制 
職務権限や意思決定ルールを明確にする ｢権限規則｣等の制定、 取締役会によ る ｢中期経営

計画｣及び｢年度経営計画｣の策定と こ れに基づく 業績目標の設定、 ｢経営会議｣での主要業績
指標の月次レ ビュ ーと 対応策の検討等によ り 、 取締役の職務の執行の効率化を図る 。  
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５ ． 当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合する こ と を確保する ための体制 

取締役会が定めた｢企業倫理憲章｣及び｢社員行動倫理規範｣に基づき 、 社員は法令、 定款及
び社会規範を遵守し た行動をと る こ と と し 、取締役は、｢企業倫理憲章｣及び｢社員行動倫理規
範｣の解説等を含む｢首都高コ ンプラ イ アンス マニュ アル｣を作成し 、 全社員に配付する こ と
等によ り 、 法令遵守をあら ゆる 企業活動の前提と する こ と を徹底する 。  

業務の遂行に伴う 不正行為等について、 こ れを 看過する こ と なく 、 職場における 業務の透
明性を一層向上さ せる ため、 電話、 封書、 オンラ イ ン又は面談によ って、 社員が直接、 社外
の弁護士又は社内の内部通報窓口に情報提供を行う 手段と し て｢アラ ームネッ ト ｣（ 内部通報
制度） を設置･運営する 。通報をし た者に対し て不利益な扱いをし ない旨及び通報窓口以外の
者が通報を受けた場合の取扱いを社内規則に明記する こ と 等によ り 、 実効性の向上を図る 。  

内部監査担当部門が、 社員のコ ンプラ イ アンス の状況を監査する 。  
 

６ ． 当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る 事項の当社への報告に関する 体制及び当該職
務の執行が効率的に行われる こ と を 確保する ための体制 

首都高グループにおける 内部統制の構築を目指し 、 当社経営企画部門においてグループ全
体の内部統制を担当する 。 当社の取締役会が定めた｢子会社管理規則｣に基づき 、 首都高グル
ープ内での内部統制に関する 協議、情報の共有化、指示･要請の伝達等が効率的に行われる シ
ス テムを含む体制を構築する 。そのため、当社及びグループ会社の情報共有･意見交換の場と
し て、 当社の役員及びグループ会社の社長から なる ｢グループ会社社長会｣を定期的に開催す
る 。  

なお、 当社及びグループ会社の取締役は、 各部門の業務執行の適正を 確保する 内部統制の
確立と 運用の権限と 責任を有する こ と と する 。  

 
７ ． 当社の子会社の損失の危険の管理に関する 規程その他の体制 

「 リ ス ク 管理規則」 に基づき 、 グループ会社においては当該規則を準用し てリ ス ク 管理を
行う と と も に、 グループ会社において重大なリ ス ク が具現化し た場合においては、 直ちに当
社に報告する こ と と する 。  

 
８ ． 当社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合する こ と を確保す

る ための体制 
当社の監査役は、 必要に応じ てグループ会社の業務状況等を調査する と と も に、 当社の内

部監査担当部門が、 当社及びグループ会社の内部監査を実施し 、 その結果を当社及びグルー
プ会社の社長に報告する 。 当社の経営企画部門は、 内部統制の改善策の指導、 実施の支援・
助言を行う 。   

グループ会社も 「 アラ ームネッ ト 」 の対象にする と と も に通報窓口の設置について周知す
る こ と によ り 、 実効性の向上を図る 。  

 
９ ． 当社の監査役がその職務を補助すべき 使用人を置く こ と を求めた場合における 当該使用人

に関する 事項、 その使用人の当社の取締役から の独立性に関する 事項及び当社の監査役の当
該使用人に対する 指示の実効性の確保に関する 事項 

監査役室を設置し 、 社内業務に精通し た使用人を配置する 。  
当該使用人は、 監査役の指示に従って、 その監査職務の補助を行う こ と と する 。  
監査役室の使用人の人事異動については、 事前に取締役から 監査役に協議する も のと す

る 。 ま た、 当該使用人を懲戒に付する 場合には、 取締役はあら かじ め監査役の承諾を得る も
のと する 。  

 
１ ０ ． 当社の取締役等が当社の監査役に報告する ための体制 

取締役会及び｢経営会議｣に監査役が出席し 、 取締役及び社員の業務遂行状況について、 監
査役が詳細に把握でき る 体制を確保する 。  

取締役及び使用人は、 監査役会に対し て、 法定の事項に加え、 ｢経営会議｣の議案、 首都高
グループに重大な影響を及ぼす事項、 内部監査の実施状況、 ｢アラ ームネッ ト ｣によ る 通報状
況及びその内容を速やかに報告する 。 報告の方法（ 報告者、 報告受領者、 報告時期等） につ
いては、 取締役と 監査役会と の協議によ り 決定する 。  
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１ １ ． 当社の子会社の取締役等が当社の監査役に報告する ための体制 

グループ会社の役員及び使用人又はこ れら の者から 報告を受けた当社の者が、 グループ会社
における 業務遂行状況について、 適時、 当社の監査役に報告する ため、 「 グループ会社社長会」
等の体制を確保する 。  

 
１ ２ ． 当社の監査役に報告をし た者が不利な取扱いを 受けないこ と を確保する ための体制 

監査役に報告をし た者が、 当該報告をし たこ と を 理由と し て不利な取扱いを受ける こ と を禁
止する 。  

 
１ ３ ． 当社の監査役の職務の執行について生ずる 費用又は債務の処理に係る 方針に関する 事項 

監査役の職務の執行について生ずる 費用又は債務については、 法令に基づき 、 速やかにその
処理を行う こ と と する 。  

 
１ ４ ． その他当社の監査役の監査が実効的に行われる こ と を確保する ための体制 

監査役と 代表取締役と の間の定期的な意見交換会を開催する と と も に、 その他の取締役につ
いても 適宜、 意見交換の場を設ける も のと する 。  
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  体制の運用状況の概要 

 

 

 
１ ． 当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合する こ と を確保する ための体制 

取締役会を原則月１ 回開催し 、 重要事項の決議を行っ たほか、 四半期毎の職務執行状況の
報告等を行った。  

ま た、「 コ ンプラ イ アンス 委員会」 を定期に開催し 、 コ ンプラ イ アンス に関する 事項を報告
し 、委員間で意見交換を 行う こ と によ り 、職務執行に係る 法令及び定款への適合性を確保する
よ う 努めた。  

 
２ ． 当社の取締役の職務の執行に係る 情報の保存及び管理に関する 事項 

取締役会で報告を 行っている 職務執行状況報告等について、 報告資料データ を 適切に保存
する と と も に、 社内イ ント ラ ネッ ト 上に掲載する こ と によ り 、 常時閲覧提供し ている 。  

 
３ ． 当社の損失の危険の管理に関する 規程その他の体制 

事業の遂行や事務執行等に係る リ ス ク については、「 リ ス ク 管理規則」 に基づき 、「 経営上重
要なリ ス ク 」 及び「 リ ス ク 管理方針」 を定め、 必要に応じ て見直し を 行う と と も に、 当社及び
グループ会社における リ ス ク 管理の実施状況のフ ォ ロ ーアッ プを行った。  

入札及び契約に関し ては、 外部の有識者で構成する「 入札監視委員会」 を定期に開催し 、 そ
の適正化を推進し た。  

 
４ ． 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われる こ と を確保する ための体制 

「 権限規則」 等によ る 職務権限や意思決定ルールの明確化、 取締役会決議を経て決定し て
いる 「 中期経営計画」 及び「 年度経営計画」 における 目標設定、 毎月の経営会議での月次報
告を通じ ての主要業績指標レ ビュ ー等を実施し た。  

 
５ ． 当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合する こ と を確保する ための体制 

取締役会が定めた「 企業倫理憲章」 及び「 社員行動倫理規範」 の解説等を含む「 首都高コ ン
プラ イ アンス マニュ アル」 を活用し た各種階層別研修や講習会等を実施し た。  

ま た、業務の遂行に伴う 不正行為等について、職場における 業務の透明性を 一層向上さ せる
ため、「 アラ ームネッ ト 」（ 内部通報制度） を運営し ている 。  

内部監査については定期的に実施し 、 社員の業務遂行が法令等に則り 適正に行われている
か等について監査し た。  

 
６ ． 当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る 事項の当社への報告に関する 体制及び当該職

務の執行が効率的に行われる こ と を 確保する ための体制 
当社取締役等と グループ会社の社長から なる 首都高グループ社長会等を定期的に開催し 、

首都高グループ内での内部統制に係る 協議、 情報の共有化、 指示・ 要請の伝達、 コ ンプラ イ ア
ンス の徹底等を行った。  

 
７ ． 当社の子会社の損失の危険の管理に関する 規程その他の体制 

「 リ ス ク 管理規則」 に基づき 、グループ会社において当該規則を準用し て「 リ ス ク 管理方針」
を定めており 、 当該方針によ り リ ス ク 管理を行った。  

ま た、当該規則に基づき グループ会社において重大なリ ス ク が具現化し た場合には、直ちに
当社に報告する こ と と し ている 。  
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７ ． 会社の支配に関する 基本方針 

該当事項はあり ま せん。  

  

注： 本事業報告中の記載金額及び比率その他は、 表示単位未満を切捨てて表示し ており ます。  

ただし 、１ 頁中の利用交通量及びＥ Ｔ Ｃ の利用率に係る 数値、１ 頁から ２ 頁中の前期比比率、

９ 頁の実績に係る 数値並びに12頁の出資比率については四捨五入で表示し ており ます。  

８ ． 当社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合する こ と を確保する
ための体制 

グループ会社に対する 監査については、定期に実施し 、その結果をグループ会社に対し て通
知し た。  

内部通報制度については、全てのグループ会社で各々のアラ ームネッ ト を運用し ており 、そ
の周知を 図っている 。  

 
９ ． 当社の監査役がその職務を補助すべき 使用人を置く こ と を 求めた場合における 当該使用人

に関する 事項、その使用人の当社の取締役から の独立性に関する 事項及び当社の監査役の当該
使用人に対する 指示の実効性の確保に関する 事項 

監査役室に社内業務に精通し た社員を 専任で配置し 、 監査役の指示に従って監査業務の補
助を行っ ている 。  

なお、監査役室の社員に係る 人事異動については、事前に取締役から 監査役への協議を行っ
ている 。  

 
１ ０ ． 当社の取締役等が当社の監査役に報告する ための体制 

定期的に開催する 取締役会及び経営会議に監査役が出席し た。  
ま た、 監査役会に対し て、 経営会議の議案、 首都高グループに重大な影響を及ぼす事項、 内

部監査の実施状況、「 アラ ームネッ ト 」 によ る 通報状況及びその内容を速やかに報告する こ と
と し ている 。  

 
１ １ ． 当社の子会社の取締役等が当社の監査役に報告する ための体制 

グループ会社の業務執行状況等について報告する ため、 当社取締役等と グループ会社の社
長から なる 首都高グループ社長会等に監査役が出席し た。  
 ま た、 監査役と 各グループ会社社長と の意見交換を実施し た。  

 
１ ２ ． 当社の監査役に報告をし た者が不利な取扱いを 受けないこ と を確保する ための体制 

方針に基づき 、当該報告をし た者が、当該報告をし たこ と を理由と し て不利な取扱いを受け
る こ と を 禁止し ている 。  

 
１ ３ ． 当社の監査役の職務の執行について生ずる 費用又は債務の処理に係る 方針に関する 事項 

監査役の職務の執行について生ずる 費用又は債務については、監査役監査基準に基づき 、当
社に対し て請求のあったも のについて、 速やかに処理を行っている 。  

 
１ ４ ． その他当社の監査役の監査が実効的に行われる こ と を確保する ための体制 

監査役と 代表取締役を含む各取締役は、 定期的に意見交換を行っている 。  
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附属明細書( 事業報告関係)  

 

 

１ ． 会社役員の他の会社の業務執行取締役等と の兼職状況の明細 

事業報告 14 頁｢４ ． 会社役員に関する 事項   取締役及び監査役に関する 事項｣に記載のと お

り です。  
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首都高速道路株式会社

( 単位： 百万円）

Ⅰ流動資産

21, 986

32, 692

3, 332

49

94, 000

　 棚卸資産

185, 902

990

540 187, 432

907

　 前払金 5, 206

1, 823

△ 222

流 動 資 産 合 計 347, 207

Ⅱ固定資産

22, 633

△ 10, 820 11, 813

35, 404

△ 18, 840 16, 564

47, 671

△ 33, 190 14, 480

9, 222

△ 7, 660 1, 561

7, 296

△ 5, 009 2, 287

7, 597

369

△ 158 211

3, 993 58, 511

17

2, 503 2, 520

565

1, 810

1, 984

2, 612

△ 37 6, 934

固 定 資 産 合 計 67, 967

資 産 合 計 415, 174

　 　 構築物

連　 結　 貸　 借　 対　 照　 表

令和７ 年３ 月31日

資　 産　 の　 部

　 現金及び預金

　 高速道路事業営業未収入金

　 未収入金

　 有価証券

　 　 仕掛道路資産

　 　 　 減価償却累計額

　 その他

　 貸倒引当金

　 有形固定資産

　 　 建物

　 　 　 減価償却累計額

　 　 車両運搬具

　 　 貯蔵品

　 　 その他の棚卸資産

　 受託業務前払金

　 　 繰延税金資産

　 　 貸倒引当金

　 無形固定資産

　 　 　 減価償却累計額

　 　 機械及び装置

　 　 　 減価償却累計額

　 　 建設仮勘定

　 　 その他

　 契約資産

　 　 敷金

　 　 工具、 器具及び備品

　 　 　 減価償却累計額

　 　 土地

　 　 リ ース 資産

　 　 　 減価償却累計額

　 　 リ ース 資産

　 　 その他

　 投資その他の資産

　 　 投資有価証券
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Ⅰ流動負債

32, 306

1, 950

5, 000

76

16, 328

1, 165

275

1, 499

313

1, 815

1, 520

流 動 負 債 合 計 62, 251

Ⅱ固定負債

150, 000

84, 226

13, 500

180

172

19, 774

4, 886

固 定 負 債 合 計 272, 740

負 債 合 計 334, 992

Ⅰ株主資本

　 資本金 13, 500

13, 500

46, 214

株 主 資 本 合 計 73, 214

　 退職給付に係る 調整累計額 5, 479

その他の包括利益累計額合計 5, 479

1, 488

純 資 産 合 計 80, 182

負 債 ・ 純 資 産 合 計 415, 174

負　 債　 の　 部

　 未払法人税等

　 預り 金

　 賞与引当金

　 受託業務契約負債

　 契約負債

　 短期借入金

　 一年以内返済予定長期借入金

　 リ ース 債務

　 未払金

　 高速道路事業営業未払金

Ⅱその他の包括利益累計額

Ⅲ非支配株主持分

　 その他

純　 資　 産　 の　 部

　 資本剰余金

　 利益剰余金

　 リ ース 債務

　 役員退職慰労引当金

　 退職給付に係る 負債

　 その他

　 その他の長期借入金

　 道路建設関係社債

　 道路建設関係長期借入金
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首都高速道路株式会社

（ 単位： 百万円）

Ⅰ営業収益 391, 234

Ⅱ営業費用

188, 918

188, 050

12, 041 389, 009

2, 224

124

89

188 402

52

37

15 105

2, 521

Ⅴ特別損失

50 50

2, 471

1, 179

23

1, 267

72

1, 340

Ⅲ営業外収益

　 受取利息

連　 結　 損　 益　 計　 算　 書

令和６ 年４ 月１ 日から 令和７ 年３ 月31日ま で

　 道路資産賃借料

　 高速道路等事業管理費及び売上原価

　 販売費及び一般管理費

営 業 利 益

　 原因者負担収入

　 その他

親会社株主に帰属する 当期純利益

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

法 人 税 等 調 整 額

当 期 純 利 益

非支配株主に帰属する 当期純損失

　 支払利息

Ⅳ営業外費用

　 その他

経 常 利 益

　 臨時損失

　 貸倒引当金繰入額
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連　結　注　記　表

（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記）

1 連結の範囲に関する事項
（1） 連結子会社の数 19 社

主要な連結子会社の名称 首都高トールサービス西東京㈱
首都高トールサービス東東京㈱
首都高トールサービス神奈川㈱
首都高パトロール㈱
首都高カー・サポート㈱
首都高技術㈱
首都高メンテナンス西東京㈱
首都高メンテナンス東東京㈱
首都高メンテナンス神奈川㈱
首都高電気メンテナンス㈱
首都高ＥＴＣメンテナンス㈱
首都高機械メンテナンス㈱
首都高アソシエイト㈱
首都高速道路サービス㈱
首都高デジタル＆デザイン㈱
首都高保険サポート㈱
首都高パートナーズ㈱
首都高ファシリティマネジメント㈱
首都高リテイル㈱

（2） 主要な非連結子会社の名称等
主要な非連結子会社

Shutoko International (Thailand) Company Limited
（連結の範囲から除いた理由）

2 持分法の適用に関する事項
（1） 持分法適用の関連会社数 0 社

（2）

3 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、３月31日であり、連結決算日と同一であります。

4 会計方針に関する事項
（1） 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券
その他有価証券（市場価格のない株式等）
移動平均法による原価法を採用しております。

② 棚卸資産

貯蔵品

（2） 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

主として定額法を採用しております。
主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 ２年～50 年
構築物 ２年～60 年
機械及び装置 １年～17 年

このうち、首都高ファシリティマネジメント㈱及び首都高リテイル㈱については、当連結会計年度において新たに設立したこと
により連結子会社に含めることとしております。

非連結子会社は、小規模であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う
額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。

持分法を適用していない非連結子会社（Shutoko International (Thailand) Company Limited）及び関連会社（㈱カリ
フォルニアクラブ）は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から
除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外し
ております。

なお、仕掛道路資産の取得原価は、建設価額に用地取得に係る費用その他の附帯費用を加算した価額に労務費・人
件費等のうち道路建設に要した費用として区分された費用の額及び除却工事費用その他道路資産の取得に伴い発生し
た費用の額を加えた額としております。

主に先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）を採用して
おります。

なお、持分法を適用していない関連会社であるインフラドクターソフトサービス運営有限責任事業組合は、令和６年12月
31日付で清算いたしました。

仕掛道路資産
個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）を採用しております。

また、仕掛道路資産の建設に充当した借入資金の利息で、当該資産の工事完了の日までに発生したものは建設価額に
算入しております。

なお、当社が首都高速道路公団から承継した資産については、経過年数を考慮した耐用年数を採用しております。
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② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。

③ リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

（3） 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金

② 賞与引当金
従業員へ支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度負担額を計上しております。

③ 役員退職慰労引当金

（4） その他連結計算書類の作成のための重要な事項
① 繰延資産の処理方法

道路建設関係社債発行費
支出時に償却しております。

② 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付見込額の期間帰属方法

数理計算上の差異の費用処理方法

過去勤務費用の費用処理方法

小規模企業等における簡便法の採用

③ 収益及び費用の計上基準

高速道路事業

受託事業

（会計方針の変更に関する注記）

その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理しております。

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付
算定式基準を採用しております。

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用

受託事業においては、当社における高速道路事業と併せて施行することとされた他の道路の新設、改築、維持、修繕等
を国、地方公共団体等の委託に基づき実施しております。このうち、長期の工事契約については、一定の期間にわたり履
行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。その他の契約について
は、顧客に財又はサービスを引き渡した時点で収益を認識しております。

連結子会社の退職一時金制度については、期末自己都合要支給額を退職給付債務とする簡便法を適用しておりま

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　令和４年10月28日。以下「令和４年改正
会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、令和４年改正会計基準第20－３項た
だし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　令
和４年10月28日。以下「令和４年改正適用指針」という。）第65－２項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりま
す。なお、当該会計方針の変更による連結計算書類への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結計算書類における
取扱いの見直しに関連する改正については、令和４年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。な
お、当該会計方針の変更による連結計算書類への影響はありません。

当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行
義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

高速道路事業においては、高速道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧及びその他の管理等を行っております。料金
収入については、顧客が当社の管理する道路を通行した時点で収益を認識しております。また、道路資産完成高は、高
速道路事業等会計規則に基づき、仕掛道路資産を独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き渡した
時点で収益を認識しております。

各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分し
た額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に
回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
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（表示方法の変更に関する注記）

連結損益計算書

（会計上の見積りに関する注記）

繰延税金資産の回収可能性
（1） 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

繰延税金資産 1,810 百万円

（2） 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

（連結貸借対照表に関する注記）

1 担保資産及び担保付債務

2 保証債務

3 併存的債務引受

4 有形固定資産の取得原価から控除した圧縮記帳累計額 175 百万円

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）

当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数　　 普通株式 27,000 千株

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項
（1） 金融商品に対する取組方針

当社グループは、主に独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と締結した「都道首都高速１号線等に関する
協定」に基づく高速道路の新設、改築等を行うために必要な資金を社債発行や銀行借入により調達しております。一時
的な余資は安全性の高い金融資産で運用しております。

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構による債務引受けにより、道路建設関係社債が103,000百万円、道路
建設関係長期借入金が48,825百万円減少しております。道路建設関係長期借入金に係る減少額のうち1,825百万円につ
いては、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構からの借入金を返済することにより引受けがなされた額です。残
る道路建設関係社債103,000百万円及び道路建設関係長期借入金47,000百万円については、併存的債務引受けがなさ
れた額です。

繰延税金資産の認識は、将来の合理的な見積可能期間内の課税所得の見積額を限度として、当該期間内の一時差
異等のスケジューリングの結果に基づき、繰延税金資産の回収可能性を判断しております。当該見積りは、将来の不確
実な経済条件の変動等によって影響を受ける可能性があり、実際 に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異
なった場合、翌連結会計年度の連結計算書類において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性がありま
す。

前連結会計年度において独立掲記しておりました「営業外収益」の「助成金収入」は、営業外収益総額の100分の10以下と
なったため、当連結会計年度より「その他」に含めております。

なお、当該債務のうち、社債に係る債務159,000百万円（額面）について、当社の総財産を一般担保に供しております。

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法（平成16年法律第100号）第15条の規定により、当社が高速道路の
新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担し、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
により引き受けられた債務272,049百万円については、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と連帯して債務を
負っております。

高速道路株式会社法（平成16年法律第99号）第８条の規定により、当社の総財産を道路建設関係社債150,000百万円
の一般担保に供しております。
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（2） 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

2 金融商品の時価等に関する事項

(*1)

(*2)

(*3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

（注1）金銭債権の連結決算日後の償還予定額

（注2）社債及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額

道路建設関係社債及び道路建設関係長期借入金は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と締結した
「都道首都高速１号線等に関する協定」に基づく高速道路の新設、改築等に必要な資金の調達を目的としたものであ
り、当該新設、改築等を行った高速道路に係る道路資産が道路整備特別措置法（昭和31年法律第７号）第51条第２
項ないし第４項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に帰属するときにおいて、当該資産に対
応する債務として独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引受けられます。

現金は注記を省略しており、預金、高速道路事業営業未収入金、有価証券及び高速道路事業営業未払金は短期間
で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

市場価格のない株式等は、時価開示の対象としておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は次のとおりで
あります。

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額
が変動することもあります。

営業債権である高速道路事業営業未収入金は、ＥＴＣ料金に係るカード会社の未収入金が大部分を占めており、信用
リスクは僅少であります。

令和７年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

その他の長期借入金は、料金徴収施設等の事業用設備に係る設備投資資金の調達を目的としたものであり、償還日は
決算日後、最長で５年後であります。

また、営業債務、社債及び借入金は、流動性リスクに晒されていますが、社内規則に従い、各部署からの報告を基に財
務部門が資金繰計画を作成・更新するとともに、銀行と当座貸越契約を締結すること等により、流動性リスクを管理して
おります。

営業債務である高速道路事業営業未払金は、そのほとんどが１ヶ月以内の支払期日であります。

有価証券は、譲渡性預金の残高であります。当社における一時的な余資の運用は社内規則に従い、譲渡性預金、国
債、地方債及び政府保証債に対象を限定しており、信用リスクは僅少であります。

投資有価証券である株式は、非上場株式であり、市場価格の変動に係るリスクはありませんが、発行会社の財政状態の
悪化により実質価額が低下するリスクがあるため、発行会社の財政状態を把握し保有状況の見直しを行ってまいります。

道路建設関係長期借入金の一部は変動金利でありますが、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引受
けられるまでの期間が最長５年と短いため、金利の変動リスクは低くなっております。

（単位：百万円）

区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 565                                    

（単位：百万円）
連結貸借対照表

計上額
時価 差額

(1) 道路建設関係社債 150,000                  147,368                  △ 2,632 

(2) 道路建設関係長期借入金 84,226                   83,178                   △ 1,047 

(3) 18,500                   18,396                   △ 103 

252,726                  248,942                  △ 3,783 負債計

その他の長期借入金（1年以
内返済予定額を含む）

(単位：百万円）

１年超 ２年超 ３年超 ４年超

２年以内 ３年以内 ４年以内 ５年以内

　道路建設関係社債 -                -                20,000         65,000         65,000         -                

　道路建設関係長期借入金 -                -                10,220         30,000         37,000         7,006          

　その他の長期借入金（1年以
  内返済予定額を含む）

5,000          5,000          5,000          2,500          1,000          -                

合計 5,000          5,000          35,220         97,500         103,000       7,006          

１年以内 ５年超

(単位：百万円）

１年以内

　現金及び預金 21,986         

　高速道路事業営業未収入金 32,692         

　有価証券 94,000         

合計 148,679       

31



3 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

レベル１の時価：

レベル２の時価：

レベル３の時価： 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

道路建設関係社債

道路建設関係長期借入金及びその他の長期借入金

（１株当たり情報に関する注記）

１株当たり純資産額 2,914円 59銭
１株当たり当期純利益金額 49円 63銭

（収益認識に関する注記）

1 収益を分解した情報

2 収益を理解するための基礎となる情報

3  当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
当連結会計年度末における残存履行義務に配分された取引価格の総額は、144,452百万円であり、当社及び連結子会
社は、当該残存履行義務について、履行義務の充足につれて令和７年から令和23年の間で収益を認識することを見込んで
います。

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記「4会計方針に関する事項（4）その他連結計算書類の
作成のための重要な事項③収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、休憩所等事業及び高架下賃貸施設(注)
事業等を含んでおります。

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類しておりま
す。

観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象とな
る資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用
いて算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、
時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

当社の発行する道路建設関係社債の時価は、相場価格により算定しており、市場での取引頻度が低く、活発な市場に
おける相場価格とは認められないため、レベル２の時価に分類しております。

道路建設関係長期借入金及びその他の長期借入金の時価は、一定の期間ごとに区分した当該長期借入金ごとに、そ
の元利金の合計額と、同様の新規借入を行った場合想定される利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル
２の時価に分類しております。このうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態が実
行後大きく異なっていないことから、時価と近似していると考えられるため、帳簿価額を時価としております。

(単位：百万円）

高速道路事業 駐車場事業 受託事業 計

　料金収入 276,048       -                -                276,048       -                276,048       

　道路資産完成高 98,525         -                -                98,525         -                98,525         

　その他 89              -                7,998          8,088          4,632          12,721         

　顧客との契約から生じる収益 374,663       -                7,998          382,662       4,632          387,295       

　その他の収益 -                3,541          -                3,541          397             3,938          

　外部顧客への売上高 374,663       3,541          7,998          386,204       5,030          391,234       

合計
報告セグメント その他

（注）

(単位：百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

　道路建設関係社債 -                147,368       -                147,368       

　道路建設関係長期借入金 -                83,178         -                83,178         

　その他の長期借入金（1年以
  内返済予定額を含む）

-                18,396         -                18,396         

合計 -                248,942       -                248,942       

時価
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首都高速道路株式会社

( 単位： 百万円）

Ⅰ流動資産

9, 399

32, 733

1, 744

49

4

94, 000

185, 489

532

917

1, 666

166

893

△ 220

流 動 資 産 合 計 327, 376

Ⅱ固定資産

2, 787

16, 010

14, 480

556

342

268

6

3, 316 37, 769

466 38, 235

3, 228

116

8

1

52 3, 406 3, 406

73

27

161

1, 928

11 2, 202 2, 202

26

0

0

0

53 80 80

3, 596

24

24

17

559

5, 264

6

439 9, 934

463 10, 398

　 　 　 建設仮勘定

　 　 無形固定資産

　 　 　 構築物

　 　 　 機械及び装置

　 　 　 車両運搬具

　 　 　 工具、 器具及び備品

　 　 　 土地

　 　 　 リ ース 資産

　 　 　 建設仮勘定

　 ⅴ各事業共用固定資産

　 　 有形固定資産

　 　 　 建物

　 　 有形固定資産

　 　 　 建物

　 　 　 構築物

　 　 　 機械及び装置

　 　 　 工具、 器具及び備品

　 　 　 工具、 器具及び備品

　 　 　 土地

      建設仮勘定

　 ⅳ高架下事業固定資産

　 ⅲ休憩所等事業固定資産

　 　 有形固定資産

　 　 　 建物

      構築物

　 　 　 構築物

      機械及び装置

　 　 　 工具、 器具及び備品

　 　 　 建設仮勘定

　 　 　 土地

　 　 　 建設仮勘定

　 　 無形固定資産

　 ⅱ駐車場事業固定資産

　 　 有形固定資産

　 　 　 建物

　 　 有形固定資産

　 　 　 建物

　 　 　 構築物

　 　 　 機械及び装置

　 　 　 車両運搬具

　 　 　 工具、 器具及び備品

　 　 　 リ ース 資産

　 その他の流動資産

　 貸倒引当金

　 ⅰ高速道路事業固定資産

　 未収収益

　 有価証券

　 仕掛道路資産

　 貯蔵品

　 受託業務前払金

貸　 借　 対　 照　 表

令和７ 年３ 月31日

資　 産　 の　 部

　 現金及び預金

　 高速道路事業営業未収入金

　 未収入金

　 前払金

　 前払費用

　 契約資産
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0

1, 233

486

23

621

1, 049

12 3, 426

固 定 資 産 合 計 57, 749

資 産 合 計 385, 126

Ⅰ流動負債

44, 406

5, 000

4

6, 650

154

537

106

1, 499

38

9

1, 074

643

流 動 負 債 合 計 60, 124

Ⅱ固定負債

150, 000

84, 226

13, 500

8

20, 976

21

4, 645

固 定 負 債 合 計 273, 378

負 債 合 計 333, 503

Ⅰ株主資本

13, 500

13, 500

資 本 剰 余 金 合 計 13, 500

4, 898

12, 408

7, 316 24, 623

利 益 剰 余 金 合 計 24, 623

株 主 資 本 合 計 51, 623
純 資 産 合 計 51, 623

負債・ 純資産合計 385, 126

　 　 　 安全対策・ サービス 高度化積立金

　 利益剰余金

　 　 その他利益剰余金

　 　 　 別途積立金

　 　 　 繰越利益剰余金

  その他の固定負債

純　 資　 産　 の　 部

　 資本金

　 資本剰余金

　 　 資本準備金

　 その他の長期借入金

  リ ース 債務

　 退職給付引当金

　 役員退職慰労引当金

　 その他の流動負債

　 道路建設関係社債

　 道路建設関係長期借入金

　 受託業務契約負債

　 契約負債

　 賞与引当金

　 前受収益

　 未払金

　 未払費用

　 未払法人税等

　 預り 金

　 高速道路事業営業未払金

  一年以内返済予定長期借入金

  リ ース 債務

負　 債　 の　 部

　 　 その他の投資等

　 　 従業員に対する 長期貸付金

　 　 繰延税金資産

　 　 敷金

　 ⅶ投資その他の資産

　 　 関係会社株式

　 　 投資有価証券

　 　 　 土地

　 ⅵその他の固定資産

　 　 有形固定資産
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個　別　注　記　表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1 資産の評価基準及び評価方法
（1） 有価証券の評価基準及び評価方法

① 子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。

② その他有価証券（市場価格のない株式等）
移動平均法による原価法を採用しております。

（2） 棚卸資産の評価基準及び評価方法
① 仕掛道路資産

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）を採用しております。

② 貯蔵品

2 固定資産の減価償却の方法
（1） 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。
主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 ２年～50 年
構築物 ２年～60 年
機械及び装置 １年～17 年

（2） 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。

（3）　　リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

3 引当金の計上基準
（1） 貸倒引当金

（2） 賞与引当金
従業員へ支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。

（3） 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

② 数理計算上の差異の費用処理方法

③ 過去勤務費用の費用処理方法

（4） 役員退職慰労引当金

なお、仕掛道路資産の取得原価は、建設価額に用地取得に係る費用その他の附帯費用を加算した価額に労務費・人件費
等のうち道路建設に要した費用として区分された費用の額及び除却工事費用その他道路資産の取得に伴い発生した費用の
額を加えた額としております。

また、仕掛道路資産の建設に充当した借入資金の利息で、当該資産の工事完了の日までに発生したものは建設価額に算入
しております。

なお、首都高速道路公団から承継した資産については、経過年数を考慮した耐用年数を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。

主に先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）を採用しておりま
す。

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収
可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
を採用しております。

各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を、それ
ぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理しております。
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4 収益及び費用の計上基準

（1） 高速道路事業

（2） 受託事業

5 その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
（1） 繰延資産の処理方法

（2） 退職給付に係る会計処理

（会計方針の変更に関する注記）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用

（表示方法の変更に関する注記）

損益計算書

（会計上の見積りに関する注記）

繰延税金資産の回収可能性
（1） 当事業年度の計算書類に計上した金額

繰延税金資産 621 百万円

（2） 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

（貸借対照表に関する注記）

1 担保資産及び担保付債務

2 減価償却累計額

3 保証債務

4 併存的債務引受

有形固定資産は、減価償却累計額を控除した残額のみを記載しております。控除した減価償却累計額は、高速道路事業固定
資産55,948百万円、駐車場事業固定資産3,796百万円、休憩所等事業固定資産212百万円、高架下事業固定資産41百万
円、各事業共用固定資産5,146百万円であります。

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法（平成16年法律第100号）第15条の規定により、当社が高速道路の新
設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担し、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構により引
き受けられた債務272,049百万円については、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と連帯して債務を負っておりま
す。

なお、当該債務のうち、社債に係る債務159,000百万円（額面）について、当社の総財産を一般担保に供しております。

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構による債務引受けにより、道路建設関係社債が103,000百万円、道路建設
関係長期借入金が48,825百万円減少しております。道路建設関係長期借入金に係る減少額のうち1,825百万円については、独
立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構からの借入金を返済することにより引受けがなされた額です。残る道路建設関係
社債103,000百万円及び道路建設関係長期借入金47,000百万円については、併存的債務引受けがなされた額です。

前事業年度において独立掲記しておりました「営業外収益」の「原因者負担収入」は、営業外収益総額の100分の10以下となっ
たため、当事業年度より「雑収入」に含めております。

連結注記表における「連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記　6　会計上の見積りに関する注記」
に記載のとおりであります。

高速道路株式会社法（平成16年法律第99号）第８条の規定により、当社の総財産を道路建設関係社債150,000百万円の一
般担保に供しております。

高速道路事業においては、高速道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧及びその他の管理等を行っております。料金収入
については、顧客が当社の管理する道路を通行した時点で収益を認識しております。また、道路資産完成高は、高速道路事
業等会計規則に基づき、仕掛道路資産を独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き渡した時点で収益を認
識しております。

受託事業においては、当社における高速道路事業と併せて施行することとされた他の道路の新設、改築、維持、修繕等を国、
地方公共団体等の委託に基づき実施しております。このうち、長期の工事契約については、一定の期間にわたり履行義務が充
足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。その他の契約については、顧客に財又は
サービスを引き渡した時点で収益を認識しております。

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時
点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結計算書類に
おけるこれらの会計処理の方法とは異なっております。

道路建設関係社債発行費
支出時に償却しております。

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　令和４年10月28日。以下「令和４年改正会計基
準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。法人税等の計上区分に関する改正については、令和４年改正会計基準
第20－３項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による計算書類への影響はありませ
ん。
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5 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
短期金銭債権 110 百万円
短期金銭債務 12,565 百万円
長期金銭債務 3 百万円

6 175 百万円

（損益計算書に関する注記）

1 関係会社との取引高
営業取引による取引高

売上高 1,493 百万円
仕入高 68,686 百万円

営業取引以外の取引による取引高 645 百万円

2 臨時損失
社会貢献による医療費助成制度への拠出金 50 百万円

（株主資本等変動計算書に関する注記）

当事業年度末における自己株式の株式数

（税効果会計に関する注記）

繰延税金資産の発生の主な原因別内訳
繰延税金資産

貸倒引当金 69 百万円
賞与引当金 328 百万円
退職給付引当金 6,600 百万円
役員退職慰労引当金 6 百万円
未払事業税 159 百万円
繰越欠損金 2,891 百万円
その他 407 百万円

繰延税金資産小計 10,464 百万円
評価性引当額 △ 9,843 百万円
繰延税金資産合計 621 百万円

（道路資産賃借料に係る未経過リース料期末残高相当額に関する注記）

１年内 183,219 百万円
１年超 9,473,092 百万円

合計 9,656,311 百万円

（関連当事者との取引に関する注記）

1 親会社及び法人主要株主等

（注1） 社会貢献による医療費助成拠出金であります。
（注2） 取引金額には消費税等が含まれておりません。

              該当なし

有形固定資産の取得原価から控除した圧縮記帳累計額

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法（平成16年法律第100号）第13条第１項に規定する協定に基づき、独立行
政法人日本高速道路保有・債務返済機構から令和56年３月20日まで高速道路を借り受けております。
なお、これに係る未経過リース料期末残高相当額は下記のとおりであります。

医療費助
成拠出金
の支払
（注1）

50 － －

議決権等の
所有（被所
有）割合

種類
会社等の
名称又は

氏名
所在地

資本金又
は出資金
（百万円）

事業の内
容又は
職業

関連当事者との
関係

取引の
内容

取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）

主要株主 東京都
東京都新
宿区

－
東京都行
政

(被所有)
直接

26.7％

医療費助成拠出
金の支払
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2 兄弟会社等

（注1） 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法（平成16年法律第100号）第13条第１項に規定する協定に基づき、
支払いを行っております。

（注2） 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法（平成16年法律第100号）第15条の規定により、高速道路の新設、
改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務が、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機
構により引き受けられております。また、引受けが行われた債務のうち、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
からの借入金を除く借入金等債務について、当社は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と連帯して債務を
負っております。なお、保証料は受け取っておりません。

（注3） 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法（平成16年法律第100号）第12条第１項第４号に基づく無利子の
借入金であります。

（注4） 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には道路建設関係長期借入金を除き消費税等が含まれております。

（１株当たり情報に関する注記）

１株当たり純資産額 1,911 円97銭
１株当たり当期純利益金額 1 円17銭

（収益認識に関する注記）

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
連結注記表における「収益認識に関する注記」に記載のとおりであります。

道路資産
賃借料の
支払
（注1）
（注2）

188,918
高速道路
事業営業
未払金

17,317

道路資産
完成高

98,525
高速道路
事業営業
未収入金

6,850

道路資産
完成原価

98,809 － －

債務引受
けに伴う借
入金等債
務の減少
額
（注3）

151,825
高速道路
事業営業
未払金

8

債務保証
（注3）

272,049 － －

資金の借
入
（注4）

16
道路建設
関係長期
借入金

7,226

なし

種類
会社等の
名称又は

氏名
所在地

資本金又
は出資金
（百万円）

事業の内
容又は
職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

関連当事者との
関係

主要株主
が議決権の
過半数を
自己の計
算において
所有してい
る会社等

独立行政
法人日本
高速道路
保有・債
務返済機
構

神奈川県
横浜市

5,651,733

高速道路
に係る道
路資産の
保有及び
会社への
貸付け、
承継債務
の返済等

資金の借入

取引の
内容

取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）

道路資産の借受

道路資産完成高
及び債務引受け
等

借入金等の
連帯債務
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本 資料１－２





計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本









 
 

 

 

議案 剰余金の処分の件 
 
 

 

 当期の高速道路事業の損失（安全対策・サービス高度化に資す

る事業に係る額を除く）については、別途積立金の一部（６１百

万円）を取り崩させていただきたいと存じます。 

 高速道路事業においては、将来の経済情勢の変動等による想定

外の収入の減少や管理費の増大等に備えて、自己資本の充実に努

めたいと存じます。よって、当期末の剰余金の配当につきまして

は、無配当とさせていただきたくお願い申し上げます。 

 

記 

 

 

剰余金の処分に関する事項 

 （１）減少する剰余金の項目及びその額 

別途積立金  ６１，２１３，０１２円 

     

 （２）増加する剰余金の項目及びその額 

繰越利益剰余金  ６１，２１３，０１２円 

 

  

  

 

 

以  上 

 

　資料２ 


